
昭和四十年通商産業省令第五十四号

電気関係報告規則

電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第百六条の規定に基づき、電気関係報告規則を次のように制定する。

（定義）

第一条　この省令において使用する用語は、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。）、電気事業法施行令（昭和四

十年政令第二百六号。以下「令」という。）及び電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。）に

おいて使用する用語の例による。

２　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八

号）第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

二　「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。

イ　一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事

業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差

ロ　一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工

作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差

ハ　一般送配電事業者又は配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発

電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差

ニ　一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た

電気の量との三十分を単位とした差

三　「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの（太陽電池発電設備に属するもの（太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、

負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆

変換装置）及び風力発電設備に属するもの（風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用

コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置）に限る。）及び施行規則別表

第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。

イ　水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水

車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機（出力三万キロワット以上のものに限る。）、変圧器（電圧十七

万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。）、負荷時電圧調整器（送電電

圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。）、負荷時電圧

位相調整器（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて

同じ。）、調相機（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにお

いて同じ。）、電力用コンデンサー（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに

限る。以下ロからホまでにおいて同じ。）、分路リアクトル及び限流リアクトル（送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万

キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。）、周波数変換機器（容量十五万キロボルトアンペア以上の

ものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。）、整流機器（容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロ

からトまでにおいて同じ。）並びに遮断器（電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。）

ロ　火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃

料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の（一）の下欄に掲げる

発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流

リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器

ハ　燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備（出力五百キロワット以上のものに限る。）、変圧器、負荷時電圧調整器、

負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び

逆変換装置（容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。）

ニ　太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池（出力五十キロワット以上のものに限る。）、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷

時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変

換装置（容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。）

ホ　風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機（出力二十キロワット以上のものに限る。）、変圧器、負荷時電圧調整器、

負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び

逆変換装置（容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。）

ヘ　蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器（電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア

以上のものに限る。）、負荷時電圧位相調整器（電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限

る。）、調相機（電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、電力用コンデンサー（電圧

十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。）、分路リアクトル及び限流リアクトル

（電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び

逆変換装置（容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）並びに電力貯蔵装置（出力一万キロワット以上又は容量八万キロワ

ットアワー以上のものに限る。）

ト　変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア

以上のものに限る。）、負荷時電圧位相調整器（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限

る。）、調相機（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、電力用コンデンサー（電圧

十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。）、分路リアクトル（電圧十七万ボルト

以上の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、限流リアクトル（電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量

一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）、周波数変換機器、整流機器及び遮断器

チ　送電線路に属するものにあつては、電線（ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。）及び支持物（電圧

十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。）並びに遮断器（電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。）

リ　需要設備に属するものにあつては、遮断器（他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のも

のに限る。）、変圧器（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変

圧器等の特殊用途に供されるものを除く。）、周波数変換機器及び整流機器（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以

上のものに限る。）、電力用コンデンサー（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。）、調
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相機及び分路リアクトル（電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。）並びに電線（ケーブルを含み、

電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。）及び支持物（電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。）

四　「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物（電気工作物を除く。）、山林等

に火災が発生することをいう。

五　「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が

低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可

能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

六　「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故（部品の交換等により当該設備の機能

を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。）をいう。

七　「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者（当該電気工作

物を管理する者を除く。以下この条において同じ。）に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。た

だし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

八　「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限

する直前と直後との供給電力の差をいう。

九　「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。

十　「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないこ

とにより当該発電所の発電設備（発電事業の用に供するものに限る。）が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならな

くなることをいう。

十一　「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しない

ことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

十二　「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物（原子力発電工作物を除く。）であつて、ポリ塩化ビフェニ

ルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

十三　「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含ま

れるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。

（定期報告）

第二条　次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の

欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先

一　発受電月報 電気事業者 様式第二 翌々月十五日 経済産業大臣

二　設備資金報 一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、

特定送配電事業者及び発電事業者

様式第三 毎事業年度の 終月の

末日から三月（法第三

十八条第四項第一号、

第二号及び第五号に掲

げる事業を営む者にあ

つては、毎四半期の

終月の末日から二月）

を経過する日

経済産業大臣

三　一般用電気工作物調査

年報

法第五十七条第一項の調査を実施した者及び

登録調査機関

様式第五 五月末日 電気工作物の設置の場所を管

轄する産業保安監督部長（産

業保安監督部の支部長及び中

部近畿産業保安監督部北陸産

業保安監督署長を含む。以下

同じ。）

四　電気保安年報（原子力

発電所に係るものを除く。）

法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む

者

様式第八 七月末日 経済産業大臣

五　自家用発電所等運転半

期報

法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用

又は蓄電用の自家用電気工作物（出力千キロ

ワット未満の発電等用電気工作物を除く。）を

設置する者

様式第九 四月末日及び十月末日 電気工作物の設置の場所を管

轄する経済産業局長（中部経

済産業局電力・ガス事業北陸

支局長を含む。）

六　ポリ塩化ビフェニルを

含有する絶縁油を使用する

柱上変圧器の使用状況調査

年報（当該機器を有する場

合に限る。）

法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む

者

様式第十 七月末日 経済産業大臣

七　電力取引報 様式第十一の表ごとに別表の報告対象者の欄

に掲げる者

様式第十一様式第十一の表ごとに

別表の報告期限の欄に

掲げる期限

委員会

八　卸電力取引所報 卸電力取引所 様式第十二翌日十五時 委員会

九　溶接自主検査年報 溶接自主検査を実施した電気工作物を設置す

る者（認定高度保安実施設置者を除く。）

様式第十二

の二

六月末日 電気工作物の設置の場所を管

轄する産業保安監督部長

十　特定卸供給関係取引月

報

一般送配電事業者及び配電事業者 様式第十二

の三

翌々月十五日 経済産業大臣

十一　市町村別発電年報 一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配

電事業者

様式第十二

の四

六月末日 経済産業大臣
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十二　市町村別需要年報 一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配

電事業者

様式第十二

の五

六月末日 経済産業大臣

十三　特定計量関係取引年

報

法第百三条の二第一項の特定計量をする者 様式第十二

の六

五月末日 経済産業大臣

（大規模契約解約等の報告）

第二条の二　小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表

の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄

に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。

報告を要する場合 報 告 書

名

様 式

番号

報告期限

一　その締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わ

ない旨の申出を行う日の前後九十日以内の間に、次の各号に掲げる契約の区分に応じて当該各

号に定める数以上の契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行お

うとする場合

イ　低圧需要に係る小売供給に関する契約　一万

ロ　高圧需要に係る小売供給に関する契約　三百

ハ　特別高圧需要に係る小売供給に関する契約　十

大 規 模

契 約 解

約 等 報

告書

様 式

十 二

の七

解除若しくは解約する旨又は

契約の更新を行わない旨の申

出を行う日の前日から起算し

て七日前の日まで

二　次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者又は登録特定送配電事業者がその事

業又は小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨の周知を開始する場合

イ　周知を開始する日の前日において締結している低圧需要に係る小売供給に関する契約の数

が一万以上又はこれらの契約に係る販売電力量（周知を行う日の属する月の前々月の販売電力

量をいう。以下この号において同じ。）が四百万キロワットアワー以上

ロ　周知を開始する日の前日において締結している高圧需要に係る小売供給に関する契約の数

が三百以上又はこれらの契約に係る販売電力量が八百万キロワットアワー以上

ハ　周知を開始する日の前日において締結している特別高圧需要に係る小売供給に関する契約

の数が十以上又はこれらの契約に係る販売電力量が五百万キロワットアワー以上

大 規 模

休 廃 止

報告書

様 式

十 二

の八

その事業又は小売供給を休止

し、又は廃止しようとする旨

の周知を開始する日の前日か

ら起算して七日前の日まで

２　経済産業大臣は、前項の規定により提出された報告書の写しを委員会に送付しなければならない。

（事故報告）

第三条　電気事業者（法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。）又は自家用電気工作物を設置す

る者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物（原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項に

おいて同じ。）に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物（鉄道営業法（明治三十三年法律第六十五号）、軌

道法（大正十年法律第七十六号）又は鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）が適用され又は準用される自家用電気工作物であつ

て、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路（電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。）に属するもの（変電所の直流き電側設備

又は交流き電側設備を除く。）以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。）に関し

て、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合にお

いて、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

事故 報告先

　 電気事業者 自家用電気工作

物を設置する者

一　感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことによ

り人が死傷した事故（死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。）

二　電気火災事故（工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。）

三　電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件

に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

四　次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故

イ　出力九十万キロワット未満の水力発電所

ロ　火力発電所（汽力、ガスタービン（出力千キロワット以上のものに限る。）、内燃力（出力一万キロ

ワット以上のものに限る。）、これら以外を原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを

原動力とするものをいう。以下同じ。）における発電設備（発電機及びその発電機と一体となつて発電の

用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。）（ハに掲げるものを除く。）

ハ　火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設

備であつて、出力千キロワット未満のもの（ボイラーに係るものを除く。）

ニ　出力五百キロワット以上の燃料電池発電所

ホ　出力五十キロワット以上の太陽電池発電所

ヘ　出力二十キロワット以上の風力発電所

ト　出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の蓄電所

チ　電圧十七万ボルト以上（構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その

他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボ

ルト以上）三十万ボルト未満の変電所（容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワ

ット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。）

リ　電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路（直流のものを除く。）

ヌ　電圧一万ボルト以上の需要設備（自家用電気工作物を設置する者に限る。）

電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

五　次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故（第一号、第三号及び第九号から第十一号まで

に掲げるものを除く。）

イ　出力九十万キロワット以上の水力発電所

経済産業大臣 経済産業大臣
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ロ　電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワ

ット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所

ハ　電圧三十万ボルト（直流にあつては電圧十七万ボルト）以上の送電線路

六　水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力十万キロ

ワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故

電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

七　出力十万キロワット以上の蓄電所に係る七日間以上の放電支障事故 電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

八　供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が

一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつ

て、その支障時間が十分以上のもの（第十号及び第十二号に掲げるものを除く。）

電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

　

九　供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの（第

十一号及び第十二号に掲げるものを除く。）

経済産業大臣 　

十　電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事

業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、

その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給

支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの

電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

　

十一　電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気

事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十

分以上のもの

経済産業大臣 　

十二　一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、配電事業者の配電事業の用に供す

る電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されてい

る電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工

作物を操作しないことにより一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生さ

せた事故

　 電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

十三　ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故 電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

十四　第一号から前号までの事故以外の事故であつて、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 電気工作物の設置

の場所を管轄する

産業保安監督部長

電気工作物の設

置の場所を管轄

する産業保安監

督部長

２　前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した

電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三

の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののう

ち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。

第三条の二　小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を

管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の産業保安監督部

長が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

一　感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故（死亡又は病

院若しくは診療所に入院した場合に限る。）

二　電気火災事故（工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。）

三　電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全

部又は一部を損なわせた事故

四　小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故

２　前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発

生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に当該

事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。

（公害防止等に関する届出）

第四条　電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事

項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所

に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項の認可

又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

届出を要する場合 届出期限 届出事項 届出先

一　大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二条第二項に

規定するばい煙発生施設（以下「ばい煙発生施設」という。）に該当

する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工

作物の使用の方法であつてばい煙量（同法第六条第二項に規定するも

のをいう。以下同じ。）、ばい煙濃度（同項に規定するものをいう。以

下同じ。）若しくは煙突の有効高さ（同法第三条第二項第一号に規定

する排出口の高さをいう。以下同じ。）に係るものを変更する場合

あらかじめ 当該変更に係る事項 経済産業大臣（出力
九十万キロワット未
満の水力発電所に属
する電気工作物、火
力発電所に属する電
気工作物、蓄電所に
属する電気工作物、
電圧三十万ボルト未
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二　大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設（以

下「一般粉じん発生施設」という。）に該当する電気工作物の使用又

は管理の方法であつて一般粉じん（同条第八項に規定するものをい

う。以下同じ。）の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合

満の変電所（容量三
十万キロボルトアン
ペア以上若しくは出
力三十万キロワット
以上の周波数変換機
器又は出力十万キロ
ワット以上の整流機
器を設置するものを
除く。）に属する電気
工作物、電圧三十万
ボルト（直流にあつ
ては、十万ボルト）
未満の送電線路に属
する電気工作物、電
圧三十万ボルト（直
流にあつては、十万
ボルト）未満の電力
系統に係る保安通信
設備に属する電気工
作物又は需要設備に
属する電気工作物に
係る場合は、当該電
気工作物の設置の場
所を管轄する産業保
安監督部長。第六号
に掲げる場合にあつ
ては、当該発電所、
蓄電所又は変電所、
開閉所若しくはこれ
らに準ずる場所の設
置の場所を管轄する
産業保安監督部長）

　 　

二の二　大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設（以

下「水銀排出施設」という。）に該当する電気工作物を設置する場合

又は水銀排出施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは水銀等

（同条第十三項に規定するものをいう。以下同じ。）の処理の方法を変

更する場合

三　ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第二

条第二項に規定する特定施設（この号、第九号及び第十七号の四にお

いて「特定施設」という。）に該当する電気工作物を設置する場合又

は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン

類の排出量（同法第十二条第二項に規定するものをいう。）に係るも

のを変更する場合

　 　

四　水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第二項

に規定する特定施設（この号、第十二号、第十三号及び第十八号にお

いて「特定施設」という。）に該当する電気工作物を設置する場合又

は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第七項に規定す

る汚水等（以下「汚水等」という。）の処理の方法、同条第六項に規

定する排出水（以下「排出水」という。）の汚染状態若しくは量（同

法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつて

は、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。）、同法第二条第八項に

規定する特定地下浸透水（以下「特定地下浸透水」という。）の浸透

の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合

　 　 　

五　水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した

汚濁負荷量（以下「汚濁負荷量」という。）の測定手法を定める場合

又は当該測定手法を変更する場合

　 汚濁負荷量の測定手

法に係る事項

　

五の二　水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施

設（以下「有害物質貯蔵指定施設」という。）に該当する電気工作物

を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使

用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一

号に規定する有害物質（第十二号の二において「有害物質」という。）

に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合

当該変更に係る事項

六　振動規制法（昭和五十一年法律第六十四号）第三条第一項の規定

により指定された地域内に設置された発電所、蓄電所又は変電所、開

閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第二条

第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合（当該
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変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げ

を伴わない場合を除く。）

七　現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合にお

いてばい煙を大気中に排出する場合

三十日以内（第七号に掲

げる場合にあつては電気

工作物がばい煙発生施設

となつた日から、第八号

の二に掲げる場合にあつ

ては電気工作物が水銀排

出施設となつた日から、

第九号に掲げる場合にあ

つては電気工作物がダイ

オキシン類対策特別措置

法第二条第二項に規定す

る特定施設となつた日か

ら、第十二号に掲げる場

合にあつては電気工作物

が水質汚濁防止法第二条

第二項に規定する特定施

設となつた日から、第十

二号の二に掲げる場合に

あつては電気工作物が有

害物質使用特定施設（第

十二号に掲げる場合を除

く。）又は有害物質貯蔵指

定施設となつた日から三

十日以内）

ばい煙発生施設の種

類、構造及び使用の

方法並びにばい煙の

処理の方法

　

八　現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合 一般粉じん発生施設

の種類、構造並びに

使用及び管理の方法

　

八の二　現に設置している電気工作物が水銀排出施設になつた場合 水銀排出施設の種類、

構造及び使用方法並

びに水銀等の処理の

方法

九　現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排

出ガス（ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するもの

をいう。）を排出し、又は排出水（同条第四項に規定するものをいう

。）を排出する場合

特定施設の種類、構

造及び使用の方法並

びに大気基準適用施

設（ダイオキシン類

対策特別措置法第十

条第一項に規定する

ものをいう。以下同

じ。）にあつては当該

大気基準適用施設か

ら排出される発生ガ

ス、水質基準対象施

設（同法第十二条第

一項第六号に規定す

るものをいう。以下

同じ。）にあつては当

該水質基準対象施設

から排出される汚水

又は廃液の処理の方

法

　

十　水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合 　 大気基準適用施設か

ら排出される発生ガ

スの処理の方法

　

十一　大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合 　 水質基準対象施設か

ら排出される汚水又

は廃液の処理の方法

　

十二　現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において

排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合

　 特定施設の種類、構

造、設備（当該特定

施設が水質汚濁防止

法第二条第八項に規

定する有害物質使用

特定施設に該当しな

い場合又は同法第五

条第二項の規定に該

当する場合を除く。）、

使用の方法、汚水等

の処理の方法、排出

水の汚染状態及び量

（指定地域内事業場に

あつては、排水系統

別の汚染状態及び量

を含む。）、特定地下

浸透水の浸透の方法

並びに用水及び排水

の系統

　

十二の二　現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設（前

号に掲げる場合を除く。）又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合

有害物質使用特定施

設（前号に掲げる場

合を除く。）又は有害

物質貯蔵指定施設の

構造、設備、使用の

方法並びに当該施設

において製造され、

使用され若しくは処

理され又は貯蔵され
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る有害物質に係る搬

入及び搬出の系統

十三　特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定

する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する

場合

水質汚濁防止法第四条の

二第一項の地域を定める

政令の施行の日から六十

日以内

排出水の排水系統別

の汚染状態及び量

　

十四　騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）第二条第一項の特

定施設（この号において「特定施設」という。）に該当する電気工作

物を設置する発電所、蓄電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれら

に準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定され

た地域（この号において「指定地域」という。）となつた場合又は指

定地域内に設置される発電所、蓄電所若しくは変電所、開閉所若しく

はこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合

三十日以内 特定施設の種類、容

量及び個数並びに騒

音防止の方法

当該発電所、蓄電所

又は変電所、開閉所

若しくはこれらに準

ずる場所の設置の場

所を管轄する産業保

安監督部長

十五　振動規制法第二条第一項の特定施設（この号において「特定施

設」という。）に該当する電気工作物を設置する発電所、蓄電所若し

くは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法

第三条第一項の規定により指定された地域（この号において「指定地

域」という。）となつた場合又は指定地域内に設置される発電所、蓄

電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作

物が特定施設となつた場合

　 特定施設の種類、容

量、個数及び使用の

方法並びに振動防止

の方法

　

十六　第一号、第二号若しくは第二号の二の施設、第三号、第四号、

第五号の二若しくは第六号の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項

の規定により指定された地域内に設置される発電所、蓄電所、変電

所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第

二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所

（法人にあつては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称

若しくは所在地）に変更があつた場合

変更又は廃止の後遅滞な

く

変 更 の あ つ た 事 項

（電気事業者が法第九

条第二項（法第六条

第二項第二号又は第

三号の事項の変更に

限る。）、法第二十七

条の十二において準

用する法第九条第二

項（法第二十七条の

七第二項第二号又は

第三号の事項の変更

に限る。）、法第二十

七条の十二の十三に

おいて準用する法第

九条第二項（法第二

十七条の十二の五第

二項第二号又は第三

号の事項の変更に限

る。）、法第二十七条

の十三第九項（同条

第一項第一号の事項

の変更に限る。）及び

法第二十七条の二十

七第四項（同条第一

項第一号の事項の変

更に限る。）の届出を

する場合を除く。）

当該施設又は当該電

気工作物の設置の場

所を管轄する産業保

安監督部長

十七　第一号、第二号若しくは第二号の二の施設又は第三号、第四号

若しくは第五号の二の電気工作物を廃止した場合（当該施設の属する

発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。）

　 当該廃止に係る事項 　

十七の二　騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に

設置される発電所、蓄電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所

の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止し

た場合

廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長

十七の二の二　振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域

内に設置される発電所、蓄電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる

場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃

止した場合

廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長

十七の三　ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定

する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故

が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出

された場合

事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長

十七の四　特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他

の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定

するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合

事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長
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十八　水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する

発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこ

れらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作

物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物

質（ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物

質」という。）を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定す

る項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しない

おそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公

共用水域（次号及び第十八号の三において「公共用水域」という。）

に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透

したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあ

る場合

事故の発生後可能な限り

速やかに

事故の状況及び講じ

た措置の概要

当該電気工作物の設

置の場所を管轄する

産業保安監督部長

十八の二　水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場

に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場

所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項

に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生

し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場

から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康

又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合

　 　 　

十八の三　水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場

等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる

場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五

項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が

発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水

域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を

生ずるおそれがある場合

　 　 　

（ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出）

第四条の二　ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者（以下この条において「ポリ塩化ビフェ

ニル含有電気工作物設置者等」という。）は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期

限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長（次項に

おいて「管轄産業保安監督部長」という。）へ届け出なければならない。

届出を要する場合 様式番号 届出期限

一　ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した

場合（直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止し、第三号の届出をする場合を除く。）

様式第十三

の二

判明した後遅滞

なく

二　ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等の氏名若しくは住所（法人にあつては当該ポリ塩化ビフェニ

ル含有電気工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地）に変更があつた場合又

は当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合

様式第十三

の三

変更の後遅滞な

く

三　ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止した場合 様式第十三

の四

廃止の後遅滞な

く

四　ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油

が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合

様式第十三

の五

事故の発生後可

能な限り速やか

に

２　高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工

作物について、毎年度の管理の状況（以下この条において「管理状況」という。）を翌年度の六月三十日までに、様式第十三の六により、

管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物

を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。

（自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告）

第五条　自家用電気工作物（原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。）を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を

当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

一　発電所、蓄電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合（法第四十七条第一項若しくは第二項の

認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。）

二　発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合

（卸電力取引所の会員の変更の報告）

第六条　卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の取引会員情報を委員会に報告しなければ

ならない。

附　則　抄

１　この省令は、法の施行の日（昭和四十年七月一日）から施行し、第二条第一項の表第十号、第十三号および第十六号ならびに第四条第

一項の表第三号および第四号については提出期限が昭和四十年八月一日以後である報告書から、第二条第一項の表第十七号および第十八

号については提出期限が昭和四十年十二月一日以後である報告書から適用する。

２　電気に関する定期報告規則（昭和二十八年通商産業省令第十八号。以下「旧規則」という。）、電気事故関係報告規則（昭和三十七年通

商産業省令第四十七号）および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令（昭和三十八年通商産業省令第百八

号）は、廃止する。

附　則　（昭和四二年六月一日通商産業省令第五四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年七月一日通商産業省令第七八号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（昭和四三年一一月三〇日通商産業省令第一二二号）　抄

１　この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和四五年三月二七日通商産業省令第一五号）　抄

１　この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四六年四月一日通商産業省令第三二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四六年六月二四日通商産業省令第六六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四七年八月二八日通商産業省令第一〇二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五〇年七月三日通商産業省令第六七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五一年四月三〇日通商産業省令第三〇号）

１　この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。

２　この省令の施行後 初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の電気関係報告規則（昭和四十年

通商産業省令第五十四号）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附　則　（昭和五二年一月二一日通商産業省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五五年三月三一日通商産業省令第九号）

１　この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

２　改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和五十五年七月三十一日であるもの、同項の

表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期

限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるも

の、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年六月三十日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年

報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。

３　改正前の第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故であつて速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前

の例による。

附　則　（昭和五六年八月二〇日通商産業省令第五四号）

この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。

附　則　（昭和五八年一一月二六日通商産業省令第八七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五九年三月九日通商産業省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二八日通商産業省令第一六号）

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年四月一八日通商産業省令第二七号）

１　この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項の表第一号については、報告期限が昭和六十三年六月一日以後である報告書

から適用する。

２　改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の

表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定に

よる報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十

日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であつて

同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。

３　改正前の第四条第一項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年五月三

十一日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月

三十日であるものについては、なお従前の例による。

附　則　（平成元年七月一日通商産業省令第四二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成元年八月二日通商産業省令第五四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令による改正後の電気関係報告規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。

附　則　（平成元年八月三一日通商産業省令第六〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年一一月二八日通商産業省令第六三号）

この省令は、平成二年十二月一日から施行する。

附　則　（平成三年五月九日通商産業省令第二七号）

１　この省令は、平成三年五月十五日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成三年六月二六日通商産業省令第三〇号）

１　この省令は、平成三年六月三十日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成四年三月三一日通商産業省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年三月三〇日通商産業省令第二四号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年一〇月一八日通商産業省令第七九号）

１　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

２　この省令による改正後の電気関係報告規則第二条、第四条、第七条及び第八条の規定は、報告期限が平成八年八月一日以後である報告

書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。

一　第二条第一項の表第四号及び第五号に係る部分　平成八年四月一日

二　第二条第一項の表第二号及び第八号並びに第四条の表第三号に係る部分　平成八年五月一日

３　この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の電気関係報告規則（以下「旧規則」という。）

第二条、第四条、第七条及び第八条の規定（第二条第一項の表第三号、第四号、第七号、第九号、第十三号、第十五号、第十六号及び第

十八号並びに第四条の表第四号に係る部分を除く。）は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

４　この省令の施行日前に発生した旧規則第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年三月二九日通商産業省令第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号）　抄

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年三月三一日通商産業省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一〇月一日通商産業省令第八九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年一二月三日通商産業省令第一〇九号）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条　この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年一月一四日通商産業省令第五号）

この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。

附　則　（平成一二年八月二日通商産業省令第一四三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇八号）

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一三年三月二六日経済産業省令第四四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律（平成十一年法律第百二十一号）附則第四十一条の規定によりなお

従前の例によることとされた同法第九条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器

具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令（平成十二年通商産業省令第六十九号）附則第二条の規定によりなお従前の例に

よることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法第四十九条

第一項及び第五十四条第一項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の電気関係報告規則第二条第一項の定期報告

については、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年六月二九日経済産業省令第一七九号）

この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

附　則　（平成一三年一〇月一五日経済産業省令第二〇五号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に第四条の表第十五号の二の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフ

ェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電

気関係報告規則の一部を改正する省令（平成十三年経済産業省令第二百五号）の施行の日から一年以内に」とする。

附　則　（平成一四年一月二八日経済産業省令第一二号）

この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第九条の次に一条を加える改正規定（第十条第五項第二号に係る部分に

限る。）は、平成十四年三月一日から施行する。

附　則　（平成一四年三月二七日経済産業省令第四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年三月二八日経済産業省令第三六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年三月一日経済産業省令第二七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行後 初に提出する改正後の電気関係報告規則（以下この条において「新規則」という。）第二条の表第一号に掲げ

る発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年三月三日経済産業省令第一二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行後 初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則（以下「新規則」という。）第二条の表第一号に掲げ

る発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並び

に同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
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附　則　（平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一七年五月三一日経済産業省令第六二号）

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。

附　則　（平成一七年一一月二二日経済産業省令第一一四号）

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十四号）の施行の日

（平成十七年十二月一日）から施行する。

附　則　（平成一八年六月二日経済産業省令第七六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年六月二〇日経済産業省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年二月一九日経済産業省令第九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同条の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以

後である報告書の提出から適用する。

附　則　（平成二三年三月三一日経済産業省令第一四号）

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二四年六月一日経済産業省令第四四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

附　則　（平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号）

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。

附　則　（平成二五年四月一日経済産業省令第二〇号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、報告期限が平成二十五年五月一日以後である報告書の提出から適用する。

附　則　（平成二六年五月二九日経済産業省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年三月四日経済産業省令第九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電気事業法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び

第六条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月二八日経済産業省令第四〇号）

（施行期日）

１　この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第七十二号）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行す

る。

（電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置）

２　この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。

附　則　（平成二八年四月二八日経済産業省令第六七号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（定期報告）

２　みなし小売電気事業者（電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。）は、同法附

則第十六条第一項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなけ

ればならない。

附則様式

（附則第２条関係）
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附則様式（附則第2条関係） 特定小売供給約款の契約状況年月日 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 年月分みなし小売電気事業者名 1．新規契約及び解約件数 変更内容件数 再点 新規契約 新設 廃止 解約 撤去 2．月間の契約変更件数 種別変更前変更後件数 特定小売供給その他の小売供給 自社内変更 その他の小売供給特定小売供給 その他の小売電気 離脱特定小売供給 事業者からの供給 その他の小売電気 受入特定小売供給 事業者からの供給 備考1再点とは、契約の相手方による新たな電気の使用を前提とした内線設備の工事を伴わない開始申込をいう。 2新設とは、契約の相手方による新たな電気の使用を前提とした内線設備の工事を伴う開始申込をいう。 3廃止とは、契約の相手方による電気の使用廃止を前提とした内線設備の工事を伴わない廃止申込をいう。 4撤去とは、契約の相手方による電気の使用廃止を前提とした供給設備の工事を伴う廃止申込をいう。 5その他の小売供給とは、当該みなし小売電気事業者が供給する、特定小売供給以外の小売供給をいう。 6その他の小売電気事業者とは、当該みなし小売電気事業者以外の小売電気事業者をいう。 7検針日が月末ではないこと、需要家によつて検針日が異なること等の理由により、一月分の販売電力量等の管理を暦月とは異なる期間を用いて行つている場合には、販売電力量等の管理に用いている期間を用いて 月ごとの合計値を算出して記載すること。 81．及び2．の件数の欄には、報告月の月ごとの合計を記載すること。 9用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 
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附　則　（平成二八年九月二三日経済産業省令第九一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十八年九月二十四日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。

３　この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気関係報告規則第四条の表第十五号の二又は第十六号の規定によりされている届出

（ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。）は、改正後の電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による

届出とみなす。

附　則　（平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第四十七号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

（平成二十九年四月一日）から施行する。ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成二

十七年法律第四十一号）の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。

（特定卸供給の要件に関する省令の廃止）

第二条　特定卸供給の要件に関する省令（平成二十八年経済産業省令第九十九号）は、廃止する。

（工事計画の届出に係る経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）第二条第一項に規定する特

定施設若しくは振動規制法（昭和五十一年法律第六十四号）第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電

気事業法（昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。）第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかか

わらず、届出を要しない。

（溶接事業者検査に係る経過措置）

第四条　この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正

後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成三一年三月二九日経済産業省令第三〇号）　抄

１　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（令和元年五月七日経済産業省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年七月一日経済産業省令第一七号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九

十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令に

よる改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過

措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年三月三一日経済産業省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。

（電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第二条の規定による改正後の電気関係報告規則（昭和四十年通商産業省令第五十四号。次項において「改正後報告規則」という。）

第二条の表第十一の項及び第十二の項の規定については、報告期限が令和四年七月一日以後である報告から適用する。

２　改正後報告規則第二条の表第十三の項の規定については、報告期限が令和四年六月一日以後である報告から適用する。

附　則　（令和四年三月三一日経済産業省令第二五号）

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年一一月一一日経済産業省令第八六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和四年十一月十四日）から施行する。

附　則　（令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令（令和四年政令第三百六十二号）の施行の日（令和四年十二月一日）から施

行する。

（報告に係る経過措置）

第五条　この省令の施行前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七十四号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和五

年三月二十日）から施行する。

附　則　（令和五年三月一〇日経済産業省令第九号）

この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。

附　則　（令和五年三月二八日経済産業省令第一一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律

の施行の日（令和五年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（令和五年三月三一日経済産業省令第一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（電気関係報告規則に関する経過措置）

第三条　施行日から令和五年四月七日までの間にその締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わ

ない旨の申出を行う小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電

事業者に対する第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第一号の適用については、同号の報告期限の欄中

「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して七日前の日まで」とあるのは、「解除若しくは

解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行った日から起算して七日以内」と読み替えるものとする。

第四条　第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第二号の規定は、令和五年四月八日以後に小売電気事業又は

小売供給を休止又は廃止する旨の周知をさせようとする者に適用し、当該日前に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の

周知をさせようとする者については、なお従前の例による。

附　則　（令和五年七月五日経済産業省令第三五号）

この省令は、令和五年八月一日から施行する。

附　則　（令和五年一二月一四日経済産業省令第五七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七十四号）の施行の日（令和五年十二月二十一日）から施行す

る。

附　則　（令和六年三月二九日経済産業省令第二一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表（第二条関係）

表番号及び当該表の名称 報告対象者 報告期限

第一表　販売電力量・契約口数 小売電気事業者 翌々月十五日

第二表　低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間等 小売電気事業者 毎四半期の 終月の末日から一月

を経過する日

第三表―一　再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約

に係る販売電力量

当該契約の供給主体である小売電

気事業者

毎事業年度の 終月の末日から二

月を経過する日

第三表―二　再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約

を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量

当該契約の供給主体である小売電

気事業者

毎事業年度の 終月の末日から二

月を経過する日

第四表　インバランス発生実績 一般送配電事業者及び配電事業者翌々月末日

第五表　電気事業者の契約状況 一般送配電事業者及び配電事業者翌々月末日

様式第１　削除

様式第２（第２条関係）

（略）
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様式第３（第２条関係）
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様式第４　削除
様式第５（第２条関係）

様式第5（第2条関係）（平16経産令27・全改、令元経産令17・一部改正） 一般用電気工作物調査年報 年度 事業者名 1竣工調査実施状況 調査実施総需要家数 登録調査機関へ調査を委託した需要家数 調査実施需要家数 調査不能需要家数 通知需要家数 再調査実施需要家数 再調査における通知需要家数 2定期調査実施状況 総需要家数 調査実施総需要家数 登録調査機関へ調査を委託した需要家数 調査予定需要家数 調査実施需要家数 調査不能需要家数 通知需要家数 再調査実施需要家数 再調査における通知需要家数 備考1竣工調査とは一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事 が完成した時に行う調査、定期調査とは4年に1回以上行う調 査、再調査とはこれらの調査の結果、法第57条第2項の規定によ る通知をした後再び行う調査をいい、各調査実施状況についてそ れぞれ記載すること。 2登録調査機関にあつては、調査実施総需要家数、総需要家数及 び登録調査機関へ調査を委託した需要家数の欄には記入しないこ と。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第６及び様式第７　削除
様式第８（第２条関係）

 

18



 

19



 

20



 

21



 

22



 

23



 

24



 

25



 

26



 

27



 

28



 

29



 

30



 

31



 

32



 

33



 

34



様式第９（第２条関係）

（略）
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様式第１０（第２条関係）

様式第10（第2条関係）（平16経産令27・全改、令元経産令17・一部改正） ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上 変圧器の使用状況調査年報 年月日現在 事業者名 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上 変圧器の台数及び容量 台 kVA 備考1毎年度3月末日における状況で集計すること。 2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１１（第２条関係）

 

37



  

38



 

39



  

40



 

41



 

42



  

43



 

44



  

45



 

46



  

47
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様式第１２（第２条関係）

様式第12（第2条関係）（平28経産令67・追加、令元経産令17・一部改正） 第1表―1スポット市場取引情報（通常入札） 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 注文 時間帯事業者名入札区域約定価格約定量注文量1 価格1 注文 注文量6 価格6 注文 注文量11 価格11 注文 注文量16 価格16 注文 注文量21 価格21 注文 注文量26 価格26 備考1時間帯の欄には、スポット市場において入札又は約定が生じた30分単 2注文量の欄には、買い入札の場合には正の値を、売り入札の場合には 3同一事業者の入札であつても入札区域が異なる場合には、別々に記載 4約定価格とは、卸電力取引所において公表されるシステムプライスを 載すること。 5用紙の大きさは、日本産業規格A3とすること。 年月日分 注文注文注文注文 注文量2注文量3注文量4注文量5 価格2価格3価格4価格5 注文注文注文注文 注文量7注文量8注文量9注文量10 価格7価格8価格9価格10 注文注文注文注文 注文量12注文量13注文量14注文量15 価格12価格13価格14価格15 注文注文注文注文 注文量17注文量18注文量19注文量20 価格17価格18価格19価格20 注文注文注文注文 注文量22注文量23注文量24注文量25 価格22価格23価格24価格25 注文注文注文注文 注文量27注文量28注文量29注文量30 価格27価格28価格29価格30 位のコマを事業者ごとに全て記載すること。 負の値を記載すること。 すること。 いう。また、市場分断処理が行われた場合には、区域ごとのエリアプライスを記 第1表―2スポット市場取引情報（ブロック入札） 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 年月日分 時間帯事業者名入札区域入札価格入札量約定量 備考1時間帯の欄には、ブロック入札において入札又は約定が生じた30分単位のコマを事業者ごとに全て記載すること。 2入札価格の欄には、買い入札の場合には正の値を、売り入札の場合には負の値を記載すること。 3同一事業者の入札であつても入札区域が異なる場合には、別々に記載すること。 4用紙の大きさは、日本産業規格A3とすること。 第1表―3スポット市場取引情報（先渡約定分） 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 年月日分 年月日時間帯事業者名入札区域約定量 備考1時間帯の欄には、先渡市場において約定が生じた30分単位のコマを事業者ごとに全て記載すること。 2約定量の欄には、買い約定量は正の値を、売り約定量は負の値を記載すること。 3同一事業者の入札であつても入札区域が異なる場合には、別々に記載すること。 4用紙の大きさは、日本産業規格A3とすること。 第2表一時間前市場取引情報 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 年月日分 約定量 時間帯入札地域事業者名 買い売り 備考1事業者ごとに記載すること。また、同一事業者の入札であつても入札地域が異なる場合には、別々に記載すること。 2時間帯の欄には、一時間前市場において約定結果が生じた30分単位 のコマを全て記載すること。 3約定量の欄には、30分単位のコマごとに、取引開始時から取引終了時までの事業者ごとにの総約定量を記載すること。 4用紙の大きさは、日本産業規格A3とすること。 第3表先渡市場取引情報 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 年月日分 事業者入札区入札区入札価約定価約定 時間帯商品名入札量 名域分格格量 備考1時間帯の欄には、先渡市場において約定結果が生じた30分単位のコマを全て記載すること。 2入札区域の欄には、事業者が入札を行う供給区域を記載すること。なお、供給区域は一般送配電事業者による供給区域を基準とする。 3同一事業者の入札であつても入札区域が異なる場合には、別々に記載すること。 4入札区分の欄には、買い入札の場合には「買」、売り入札の場合には「売」と記載すること。 5用紙の大きさは、日本産業規格A3とすること。 
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50



 

51



様式第１２の２（第２条関係）

様式第12の2(第2条関係) 

溶接自主検査年報 

年度分 

事業者名           

発電所名           

検査実

施日  

検査の

対象  

検査の

方法  

検査の

結果  

検査結果

に基づく

補修等の

内容  

溶接施工

工場の名

称及び住

所  

記録の保

存場所  
備考 

        

        

        

        

        

備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

   2 備考の欄には、原動力設備の種類、使用前自主検査及び定期自主検査の対象設備

の有無、輸入品の有無を記載すること。 

52



様式第１２の３（第２条関係）

様式第12の3（第2条関係）（平29経産令32・追加、令元経産令17・一部改正） 年月日 経済産業大臣殿 特定卸供給関係取引月報 年月分事業者名 1．特定卸供給 契約kW数 取引電力量（103kWh） 対象事業者名 バランシンググループ名 対象事業者とバランシン ググループを形成する他 の事業者名 2．調整力のうち需要抑制によって得られた電気 対象事業者名契約kW数 取引電力量（103kWh） 備考1対象事業者ごとに記載すること。ただし、バランシンググループを形成している事業者については、バランシンググループ単位で記載することとし、その場合には、対象事業者名の欄にバランシンググループの代表者名を記載すること。 2バランシンググループ名及び対象事業者とバランシンググループを形成する他の事業者名の欄は、対象事業者がバランシンググループを形成している場合のみ記載すること。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１２の４（第２条関係）

 

54



様式第１２の５（第２条関係）

 

55



様式第１２の６（第２条関係）

 

56



 

57



様式第１２の７（第２条の２関係）

（略）

58



様式第１２の８（第２条の２関係）

 

59



 

60



様式第１３（第３条関係）

様式第13（第3条関係）（平16経産令27・全改、平21経産令9・旧様式第11繰下、平27経産令9・旧様式第12繰上、平28経産令67・旧様式第11繰下、令元経産令17・一部改正） 電気関係事故報告 1．件名： 2．報告事業者 1）事業者名（電気工作物の設置者名）： 2）住所： 3．発生日時： 4．事故発生の電気工作物（設置場所、使用電圧）： 5．状況： 6．原因： 7．被害状況 1）死傷：有・無 内容： 2）火災：有・無 内容： 3）供給支障：有（供給支障電力、供給支障時間）・無 内容： 4）その他（上記以外の他に及ぼした障害） 内容： 8．復旧日時： 9．防止対策： 10．主任技術者の氏名及び所属（保安管理業務外部委託承認がある場合 は、委託先情報）： 11．電気工作物の設置者の確認：有・無 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

61



様式第１３の２

様式第13の2（平28経産令91・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書 年月日 殿 住所〒 氏名（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 電気関係報告規則第4条の2第1項の表第1号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有していることが判明したので、その旨、届け出ます。 （事業場に関する事項） 事業場の名称 事業場の所在地〒 連絡先 TEL （電気工作物に係る事項） 種類高濃度定格製造表示使用製造設置個数 容量者名記号等状態年月年月 （その他参考となるべき事項） 備考1高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当する場合には、高濃度の欄に〇印を付けること。 2使用状態の欄には、設置している場合は「設置」と、予備として有している場合は「予備」と記載すること。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

62



様式第１３の３

様式第13の3（平28経産令91・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書 年月日 殿 住所〒 氏名（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 電気関係報告規則第4条の2第1項の表第2号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の変更について届け出ます。 （事業場に関する事項） 事業場の名称 事業場の所在地〒 連絡先 TEL （変更に係る事項） 変更年月日年月日 変更前 変更後 （その他参考となるべき事項） 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１３の４

様式第13の4（平28経産令91・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書 年月日 殿 住所〒 氏名（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 電気関係報告規則第4条の2第1項の表第3号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の廃止について届け出ます。 （事業場に関する事項） 事業場の名称 事業場の所在地〒 連絡先 TEL （電気工作物に係る事項） 種類高濃度定格製造表示製造設置廃止個数 容量者名記号等年月年月年月日 廃止理由1：老朽取替・廃止2：損壊・焼損3：PCB洗浄 4：その他（） 廃止内容 （その他参考となるべき事項） 備考1高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当する場合には、高濃度の欄に〇印を付けること。 2廃止理由が「PCB洗浄」の場合には、廃止内容の欄には、当該電気工作物の継続使用の有無並びに洗浄の方法及び結果について記載すること。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１３の５

様式第13の5（平28経産令91・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書 年月日 殿 住所〒 氏名（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 電気関係報告規則第4条の2第1項の表第4号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故について届け出ます。 （事業場に関する事項） 事業場の名称 事業場の所在地〒 連絡先 TEL （事故のあつた電気工作物に係る事項） 種類定格製造表示使用製造設置個数 容量者名記号等状態年月年月 発生日時復旧日時 ポリ塩化ビフェニルの含有濃度 事故の状況 講じた措置 （その他参考となるべき事項） 備考1使用状態の欄には、設置している場合は「設置」と、予備として有している場合は「予備」と記載すること。 2用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第１３の６

様式第13の6（平28経産令91・追加、令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書 年月日 殿 住所〒 氏名（法人にあつては名称及び代表者の氏名） 電気関係報告規則第4条の2第2項の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況を別紙のとおり届け出ます。 （事業場に関する事項） 事業場の名称 事業場の所在地〒 連絡先 TEL 電気主任技術者 等の氏名（選任又は外部委託（電気保安法人又は電気管理技術者） の別） 電気主任技術者 等の連絡先TEL （その他参考となるべき事項） （別紙） 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況 氏名（法人にあつては名称） 事業場の名称 （電気工作物に係る事項） 通し種類定格製造表示使用製造設置廃止備考 番号容量者名記号状態年月年月予定 等年月 備考1別紙の表には、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物一個につき一行ずつ記載すること。 2別紙の表の「廃止予定年月」の欄には、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十二号）に基づく告示で定める期限から一年を超えない期間に廃止することが明らかな場合にあつては、これを証する書類を添付し、当該書類で定められた廃棄予定年月を記載すること。 3使用状態の欄には、設置している場合は「設置」と、予備として有している場合は「予備」と記載すること。 4用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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様式第１４（第６条関係）

様式第14（第6条関係）（平28経産令67・追加、令元経産令17・一部改正）取引会員情報 年月日 電力・ガス取引監視等委員会委員長殿 年月日時点 事業者名登録日 1 2 備考1登録日の欄には、卸電力取引所の会員として登録された日付を記載すること。 2本表の記載時点における全ての卸電力取引所の会員の情報を記載すること。 3用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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